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感染症に罹患した場合の登校許可書の取扱いについて 

 

日頃より本校の教育活動にご理解ご協力いただき感謝申し上げます。 

学校においては、学校保健安全法施行規則第 19 条で、別表の感染症に罹患した場合には出席

停止期間が決められております。 

川崎市立学校においては、以前から、川崎市教育委員会と川崎市医師会との協議を踏ま

え、感染症の拡大防止の観点から医療機関が発行する登校許可書の提出の協力を保護者様

にお願いしていましたが、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行

による医療のひっ迫を回避するために、この２つの感染症に限り、当面の間、医療機関が発行

する登校許可書の提出を求めないこととしております。  
新型コロナウイルス感染症あるいは季節性インフルエンザと診断された場合は、療養期

間を医師に確認して担任にまでお知らせください。十分に回復してから登校するようにしてい

ただきますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【インフルエンザ出席停止期間の基準】 

「発症した後（発熱した日を０日目として）５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過する

まで出席停止とする。」 

【新型コロナウイルス感染症出席停止期間の基準】 

「発症した後（発熱した日を０日目として）５日を経過し、かつ症状軽快後１日を経過す

るまで出席停止とする。」 

※出席停止解除後、発生から１０日を経過するまではマスクの着用が推奨されておりま

す。集団感染を防ぐためにご協力お願いいたします。 

※出席停止解除後、発生から１０日を経過するまでは、マスクの着用が推奨されておりま



別表（公益社団法人　学校保健会HPより）

※新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症：発症後５日を経過し、かつ症状軽快後１日を経過するまで出席停止

（第２種に追加）
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